
商標「官兵衛御膳」の使用登録イメージ 
①申請用紙の入手 

  

 

 

 

 

②申請用紙の記入 

  

 

 

 

③申請用紙の送付 

 

 

 

 

④申請の受理と審理       

  

                  No 

         OＫ 

⑤登録証の発送 

 

 

 

 

 

        使用登録によって得られるもの 

       複雑な知財トラブルのリスクを回避できる！ 

        突然、商標権等を侵害しているという警告書や損害賠償請求が来るなど… 

           近年多発しているのが知的財産権をめぐるトラブルです。 

           でも「官兵衛御膳」の使用登録をしていれば、安心です 

           なぜなら「官兵衛御膳」の商標権者が使用を公式に認めるのですから。 

           もちろん、登録料とか使用料などは、いただきません。 

     中津市しもげ商工会 
〒871-0405 大分県中津市耶馬溪町大字柿坂 102-1 

電話 0979-54-2073 

（http://shimoge.oita-shokokai.or.jp/） 

 

 

 

 

 


